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足立区の l j肝卜60年31 八 口川f l

○ ノ, 凵629, 243K
○ 拠出 年金絨保険f i gf c　135, 972A
○ 拠出 年金々 給 柚占-数　30, 004 人
○ 柚11年金受 給 権 者数　10, 960 人
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国民年金特集

春の近づきを知らせるやわらかい風が吹く休日の午後。
自宅からさほど離れていない喫茶店でいっときを過ごすつもりで

ドアーを押し開けソファーに身を沈めた。
一つはなれた席から男女の話し声が聞こえてきた。
女性は22・3歳、男性もさほど年齢は違わない。
「1年金に加入しましようl というハガキガ届いたのよ」と女性が

言う。たぶん会社を退職したのち国民年金の加入手続を忘れている
のだろう。更に
「まだ若いんだもの年金なんてね」と言う。
男性は答えるでもな<

「………う、うん」
ただそれだけの会話が私の耳|こ伝わってきた。
私はそのハガキを差し出した張本人である。
若さはかけがえもなく素晴しい。いつまでも若いままで生きてい

られたらとも思う。反面若さは、はかなく過ぎていくから素睛しい
とも言える。
若いときからの一つ一つの積み重ねが。自分の将来を大きく左右

する。このことは誰|こでも、どんなことにも言えるのではないだろ
うか。

国民年金についてのお問い合わせは

足 立 区 役 所
保険児童部国民年金課 ( 882) 1111

◎ 加入手続…………………適用係　内線386～388

◎ 保険料の納付相談………………… 4余認係　内線396～399
◎ 保険料の免除申請・口座振替……託11彖f系　内線394～395

◎ 年金請求の手続………………… S合1寸係　内線392～393

1人で悩むよりお気軽に

年
金
相
談

毎月第1 水曜日

時間　午前10時～午後3時30分

場 所　区役所国民年金課( 2階ホール)
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体に良いことしていますか?
日隠さ んの頭の健康法

江戸時代に白隠という 和尚さ んかおり ました。

若いとき、今でいうノ イローゼと肺結核に苦し み、いろいろな健康法

を習い、また自分でもあみ出し て世に広 めまし た。そのな創こ「白隠

のひとり あんま」というのがあります。
参考までにこ紹介しま萼と 、

1. 手の平をこする。2. も み手。3 指をひっぱる。

4.手の平、指の筋をもむ。5. 指を組・ 。

6.腕を逆にこすり 上げる。7. ほほを逆にこすり上げる。

8.鼻の左右をこする。

このあんまを脱明どおりやってみますと面白いこと|こ、ほとんど手か指を刺激することです。
頭の健康法は手と囗をよく 使うことです。手・囗を動かして脳の運動野( だいたい 頭の横か

ら 頂上にかけての部分) を働かせば脳全体の血行がよくなります。他の関連した脳細胞にも刺
激を与えて頭全体の働きを活発にすることになります。

白隠さんも 直観的に手への刺激か頭の健康に役立つことをつかんだのだと思います。結局白

隠さんは84 歳まで長生きをしました。
おしゃべりも 頭の健康には大切です。「人と 話すのは苦手だ」などといわず、できるだけ機会

をつくって話すことです。その機会が少ない方は、時々口をいっぱいあけるとか、あるいはも

のをよくかんでたべるなど工夫をし てください。

ねんきん
Q&A
おたずねします おこたえします

65歳から年金を受けました
シリーズN0. 2

千住宮元町に住む

高橋さん

国民年金は、老後の所綿保障の中心として重要な役創を果たして
います。
今回は65歳の現在も、お元気に電気温水器修繕鴎係のお仕事を続
けている高橋さんにお話しを伺いました。
高僑さ んは、奥様と高検生のお嬢さん、それに会社勤務の息子さ
んご家族と生活し ておられます。
「私はある会社の集金委託の仕事を長年していました。個人営業な
ので、田民年金には発足当時より加入し、保険料を完納しました。

そして100% の支給割合になる65 廠から受給しました。』
私たちは老後の生活の安定のため、いずれか一つの年金制度|こ加

入することになっています。
また高橋さんは、国民年 金の支給率が、62 歳で72% 、61歳で65% 、60 畿で58% と早く受給す

れば、徐 「々こさ がることを知っており ます。
「今は体も元気なの で、毎日営業車を運転し て各家庭を巡回しています。仕事を持つことは、
収入 を得るだけではなく、老後を健康に楽しく 暮らすために大切なことなので、今後も続けた
いと思っています。』と、明る< 晒しており ました。
わか国は、世界で有数な長寿国になりました。お年奇りも、自分のできる程度の仕事を続け

たり 、履眛をもっ て長い人生を有意義に過ごすことが大事なことではないでしょうか。
高橋さん、そし て多く のお年奇りにとって、年金は老後の生活費の中心となる大切な所得で

す。
年金を受給する方、まだ保険料を負担する方が、お互いに 理解し合える制度にすることが大

切ではないでしょうか。

ふと、老後が不安

私は45 歳の 主婦、夫は厚生年 金に加入して

い るサラ リーマンです。結婚 する前、私は5 年

間会社に勤 めていて厚生年金に 加入していま

したが、現在は何の年金にも加入していません。

私の年金は どうなるのでしょ うか。

国尺年忿に力||入しなくても、j yり|二年一金にj j l 】

人していた5年分の年金は受けることができ

ます。

それと、将彖ご主人が受けるj 呎|し年金の11・

に 、妻の 分として町11給年金が1 まれています 、

しかし、あ なたが名後に少し でも多くの¥

金を受けるには 、国尺年匐 こ任 意町11入し、保

険料を納め るこ とです 、

今から町11入します。叭60歳まで・15年間あり

ますので、l y' |モl , 令の5年分と介わせて、20

年分の年金が受け、・、れます。

昭和60年4 月から
保険料は6, 740円に
なります。

忘れてはいないんですが… 保険料

保険料を納め るのが たいへんなので すが …。

保険料の納 付占決として, 一般に は3 ヵ41

ま とめて納める のですか「企顫かか さむので

納められない」というXJ ・のために、1かJ j 納

f ・|' という力法もあります。

また, そl l でも納めることが川體1な餓制町|】

人のJ J ・には, 保険科免除の制暖があります。

免除は小,己され ます と, 保険判・を納め なくと

も水納に: j な,・,す, 受 輪に 必裴・な闘間に も計

a することかで・き, そのJ l j l l l lに つい ては3 分

の1の年企を受けることができます。

なお、将木納付することかできるようにな

りた14=, 】0午以内であれば免除された` 1' I 畤の

保険1=|・で納めるこ とが できます,

国民年金を途中でやめることがで きますか

私は今年で50歳になります。

国民年金を23年納付していますが、あと何
年納付したらやめていいのでしょうか。

l i l民 乍金 を受 給するためには 、25¥ 以|・。納

付することが必 要ですUI I ' l l l 5 年。4I I ' ' 以

l i i jに' |=。まれたJ J 心 、納f l J UI l l l j短 縮の 特例かあ

ります。別 人・参則廴

あなたの場合 は23 午納付し てい ますから、

あと2 年納 付す れば年 令を受け る拾 利は発' |卜

します。

しかし、あ なたのような円民 年金の強制加

人のXj ' I l j、60歳まで納 付L なけ れぱ・なり、1せん 。

そして、年 命を受け る11j j・=の令額は 保険 科を

納めたJ I 数に応し て計算されますの で、25q・一

納めた占と比較す ると。受ける年 金の 舶は堋

釦されます。

生きている過去の厚生年金期間

私は以前、厚生年金を5年間かけたことが

あります。
その後、国民年金を22年間納付しています

がヽ 私の年金はどうなりますか。

1ソ生年金期|川 けこだし晩退1 当金を受け取-

ご=・ ないl と 、国。|民年金mi i i を合 わせ て25

年U11 あれば 、年金を受 けるこ とが できます。

あなたの場合 、厚工年制リ|問5 年 と川 尺年

金|りi ||H|22年を合 わせ て25 年以| ぶ なり ます の

で、60 戚になっ たとき厚生午金から5 年分、65

歳にな・-・jたと き|{ }尺年金から22 年 分の 年金

を受 けることと なります。

1911夷1 ● l l ,‘ ! |=|: 5; l j i l l l l l ・J l i ;・y, l l J ' : ・i p卜 ・I・! '・i l j・り- ; 1・111

まだまだ若い60歳

私は大正14 年5 月10 日生 まれで、 まもなく60

歳 になります。

国民年金には発足当時 より 加入し、保険 料

を完納していますが、老 齢年 金はいつから 、

どのくらい受給で きるの でし ょうか。

あなたは、24年1か月の保険科を納付され

ており、納付期l l l 睛j 〔縮の符例{別友参照}に

よる20年以l l の最低必要期問を満たしていま

すので、老船年金が唾給できます。

年金を受給できる狎一齢l j 、j j ; ( |! l j として65a

ですが、60歳以上、65歳本満の周で支給の繰

卜げを希qLた場合、年船に応じて減額され

た年金匐が女給されます。紬・頡十は、一上を

通してかわりません。

老齢( 通 算) 年金は 繰上 げ受給が できます。
支給率は生 涯かわりません。

大正14 年5 月10 日生 まれのあなたの年金額

どうして、今、年金法の改正

年金法の改正があると聞いていますが、ど
のようになるのですか。

いま、いろいろ 国会で審J されてい ます。

まだ決まった わけ ではJ , りませんが 、j み本

的な考え・j」・は、 本弗的 な鳥齢化社会にな・-・、た||i

、基礎年金制度 を導 入することによ り、。年

金制暖基鰹の強化 、制度f f l格差の是I E 給付

と負扣のバラン スを図 るなど、安定した 年淤

、1111j l t CこL ようとす るものです。

なお、忽戳な変lヒが ないよう、長期の琵。過

丿Ⅲ11 をもうけてい ますの で。すでに年 金を受

給しているJ j や、1: I】もな く受 給しようと寸 る

ゐ・に ついては、曳行の ままで連営されます。

臺なお、年金改」|ミ法が成I I Kしたときは 、あら

ためてお知らせいたし ます
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ね ん き ん アレ コ レ

年 金 額 が 改 定 さ れ ま し た

拠 出 年 金 昭和59年5 月から
老齢年金
年金額=( 納付月数十免除 月数× %) × 1, 680 × 囗44( 物価 スライド率)

昭和5 年4 月| 日以前に生まれた人は、

650円× ( 300月一被保険者期間) × 歟忖1r1 ぶj ¶ ; ?ug り× 凵44 を加算

10年年金

年額　364, 500円　 月額　30, 375円
5 年年金

年額　310, 300 円　 月額　25, 858 円

陣客年金

| 級　 年額　717, 300 円　 月額　59, 775 円
2 級　 年額　573, 800 円　 月額　47, 816 円

母子年金

子| 人　 年額　753, 800 円　 月額　62, 816 円
子2 人　 年額　813, 800 円　 月額　67, 816 円

寡婦年金・遺児年金・準母子年金も増額改定されました。

福 祉 年 金 昭和59年6 月から

老齢福祉年金

明治44年4 月1 日以前に生まれた方 年額307, 200 円( 月25, 600円)

所 得 制 限 に よ る 一 部 停 止 年額282, 000 円( 月23, 500円)

障害福祉年金

20歳 前か ら障 害 の状 態 に あ る方 等

| 級460, 800円(月38, 400円) 2 級307, 200円(月25, 600円)

福祉年金は全額国庫負担により支払 われるため、所得制限と公的年金受

給による制限があります。

次の1 、2 に骸当する場合は支給が停止されます。

1. 所得制限限度額 ( 単位、円)

2. 本人が公的年金を受けているとき

国
民
年
金
豆
辞
典

被保険者住宅資金融資のご案内
年金積立金の還元融資制度で、被保険 扣固ノ、のf i E宅資金の

介付を行うものです。

l l l民 年金の加人者がマイホームを新築、購人したりする=の
に必要な資金が低利で長期問 借りられます。
条 件

○ 住宅 金融公庫とあ わせて利川する。

○ 国民 年金、厚生年金、船l i 保険の加 人かあわせて3 年以l l ある。

○ 最近の2 年ml に保険料の未納がない。
○ 収人川額が毎月返消する 、じ利紮の5 陪以l l ある。

融資金額

融資申し込み受付期間

4J 7J L10 月、1 月頃を予定してい ます。

なお 、受 付期間中であって も、融資申込加が貸付了定額を超え

たときは、受 付けを締め切るこ とがあり ます。

詳しくは年金福祉事集団 へ

千代田区霞が関1- 4- 1
日土地ビル

( 502) 2481 ㈹

厚生年金のことは 足立社会保険事務所

所 在 地　 〒120　足立区綾瀬2 丁目17番9 号　電話( 604) 0 囗|
社会保険事務所では、厚生年金及び国民年金について社会保険庁
とのオンラインシステムにより個別・具体的な年金相談に応じて
います。

相談内容
○ 45歳以上の方の厚生年金保険の加入期間および年金見込額
○ 現在年金を受けている方の記録および支扛額

相談時間午前9時15分～午後4時30分( 土曜日は囗: 30まで)
相談は、ご本人が直接年金手帳や年金証書を持って、社会保険事
務所へおいでください。
しかし、やむを得ない事情により代理の方がおいでになるときは、
本人の署名押印入りの依頼状をお持ちください。

保険料積立金の還元融 資
I Iモ1民 年金保険 料は、年 金支払い のため の財

源とし て積立てら れるほか 、地 万公共団 体に

長期低f l」で融資 され、 児童館、 包人館 、ブ ー

・しなどの福 祉晧 設姓 、没に 役立てられてい ます。

昭和59年度 に融資を うけた施設

南花畑老人館　南花畑児童館

保塚老人館　保塚児童館

国民年金ことぶき友の会
名齢年余・通算老齢年金を受けていらっしゃる万々のたのしい集

まりです, あなたの人会をお待ちしておりま一札
ことぶき友の会では, 安い賞川で会只の槻睦旅行を行うほか, a

師,のレ クリェーツヨンな,どのいろいろな行・111を行いまt ,

● くわしくは ー…… - -‥ 一 一 一こ とぶ き友の 会事務局 へ

千代田区丸の内3- 8- 1　電話( 211) 1905


